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 使用料の計算方法は、使用している水の種類とメータ
ー設置の有無により異なります。 

①上(簡易)水道を使用している場合 
　水道の使用水量により、使用料を算定します。 
【例】使用水量22 の場合 
　基本料金1,470円＋157.5円×10 ＋168.0円×２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝3,381円 
 
②メーターの無い自家水の場合は「人数計算」 
　１人当たりの水使用量を６ として計算します。 
【例】４人家族の場合は、６ ×４人＝24 (3,717円)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③メーターのある自家水の場合は、①と同様です 
 
④メーターのある自家水と水道水を併用の場合 
　両方のメーター水量を合算して料金計算します。 
【例】上水道の使用量22 ＋自家水使用量23

 　　　　　　　　　　　　　　　＝合計45 (7,245円)

 
⑤メーターの無い自家水と水道水を併用の場合 
　上水道の使用量と、人数計算②で計算した使用量を比
較して、多い方を採用します。 
【例】家族が６人で上水道の使用量が35 の場合 
　人数計算では６ ×６人＝36 　結果36 (5,733円)

１　使用料が、原則として水道使用水量による従量制となります 
　　自家水や水道との併用の場合は、公共下水道と同様の方法で算定します。  
２　使用料の徴収方法が変わります      
　　水道使用世帯は水道使用料と合算して請求(口座振替は、水道使用料の口座か
ら一括引き落とし)されます。振替日は毎月24日です。 

　　大館地域のかたには、毎月納付書が送付されます。 
　※引き続き口座振替納付を希望されるかたは、再度手続きが必要です。  
３　当月請求から翌月請求に変わります 
　　大館・田代地域では、４月使用分の請求が５月になりますので、４月の納付分
は発生しません。 
４　人数が変わったらすぐに届け出てください 
　　自家水を使用している世帯や自家水と水道水を併用している家庭で、家族の人
数が変わったときは直ちに届出をしてください。変更後の人数で算定されます。 

田代地域の料金を大館・比内地域の料金に統一します。 

大館・比内・田代地域で異なっていた使用料を統一します。 
内容は、公共下水道の料金に合わせる形です。 
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※消費税及び地方消費税を含んでいます。 
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